
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年８月１２日 ０８時０４分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島北方沖 

 姫島灯台から真方位３２６°３.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４６.７′ 東経１３１°３９.７′） 

事故の概要 石炭灰運搬船伸
しん

星
せい

丸は、西進中、また、漁船福
ふく

吉
よし

丸は、南進中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月１８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 石炭灰運搬船 伸星丸、７４９トン 

    １４１８９１、福正汽船株式会社及び有限会社峠山海運 

Ｂ 漁船 福吉丸、４.０トン 

   ＯＴ３－２７９２６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、航海士Ａほか７人が乗り組み、自動操舵で西進中、単独で

船橋当直についていた航海士Ａが、右舷方約２ＭにＢ船のレーダー映

像を初認し、Ｂ船との距離が約０.５Ｍになった頃、汽笛を鳴らし

た。 

航海士Ａは、汽笛を鳴らしたのでＢ船がＡ船から離れていくものと

思い、針路及び速力を維持した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、自動操舵で南進中、船長Ｂ

が、眠気を催したものの、操舵輪の前の椅子に腰を掛けて単独で操船

を続け、居眠りに陥った。 

船長Ｂは、出漁前に地域の行事の準備等があったので、本事故の３

日前から睡眠時間が約２～３時間で、睡眠不足気味であった。 

分析 Ａ船は、航海士Ａが、汽笛を鳴らしたのでＢ船がＡ船から離れてい

くものと思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったことか

ら、針路及び速力で航行を維持したものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、眠気を催したものの、椅子に腰を掛けて単独で

見張りを続け、居眠りに陥ったものと考えられる。 



 

原因 本事故は、航海士Ａが、汽笛を鳴らしたのでＢ船がＡ船から離れて

いくものと思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っておらず、また、

船長Ｂが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えら

れる。 

 ・単独で操船中に眠気を催した場合、２人で当直に当たるなど、居

眠り運航の防止措置を講じること。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


